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　去る7月12日に、「中央通り『昭和の街』を
楽しく賑

にぎ

やかなまちにする会（通称、昭和の街
の会）」の地区街づくり計画を、川越市地区街
づくり推進条例に基づく街づくり計画として認
定しました。
　市では、平成26年に川越市地区街づくり推
進条例を制定しました。この条例は地区の特性
を生かした個性的で魅力ある街づくりを実現す
るため、地区住民、民間事業者、行政（市）が
協働して街づくりを進める仕組みを定めていま
す。昭和の街の会は、中央通り周辺の3つの商
店会のメンバー70店舗75人で組織され、前記
条例に基づく街づくり協議会として登録、足か
け3年間かけて地区街づくり計画を検討してき
ました。この間、市は協議会に対して情報の提
供や助言、街づくりに関する専門家の派遣等の
支援を行い、協議会が議論を重ねて自分たちの
目指す街づくり計画である「川越中央通り昭和

の街の会 まちづくりの約束」を決めました。
　この中では、中央通り・立門前通り沿道に残
る昭和の雰囲気を生かした個性的で魅力ある街
の実現を目指し、
①歴史的な建築物の保全
②街並みや景観を守るための建築物の高さ制限
③緑を生かした街並みづくり
④ 商店街の店舗連続性を高めるための空き店

舗、空き地の活用
⑤地域の防災対策の強化　
等の約束（方針）を定めています。
　街づくり計画が認定されましたので、中央通
りの仲町交差点から連雀町交差点までの間を中
心とした対象区域内では、今後、建物の解体、
新築、大規模な増改築、看板の新設・修繕・模
様替え・撤去等を行う時は、昭和の街の会の中
に設置される「昭和の街の雰囲気づくり部会」
に事前に連絡相談する必要があります。
　現在、市では立門前通りにある旧川越織物市
場の修復を進めており、舗装の美装化も東京オ
リンピックまでには実施する予定です。市の事
業と今回の昭和の街の会の「まちづくりの約束」
の策定とが相乗効果を発揮して、今以上に多く
の市民や観光客が訪れる魅力ある「昭和の街」
になることを期待しています。
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